
組 合 の 概 要
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１．位 置 及 び 地 勢 

当組合は、愛知県の西部に位置し、東経１３６°４６′２７″、北緯３５°４′５１″で、

東は名古屋市及び蟹江町、西は木曽川並びに三重県、北は愛西市に接し、南は伊勢湾に面し、

昭和４８年４月１日に発足した１市（弥富市）１村（飛島村）からなる一部事務組合です｡ 

地勢は、木曽川によって造成された沖積層からなり、海抜０メートル地帯で、東西６．４ｋ

ｍ、南北１５．２ｋｍ、総面積７１．４２k㎡の南北に細長い地形を有している地域です｡ 

昭和３４年９月２６日、伊勢湾台風による堤防の破壊により未曽有の大洪水を被り、多大な

人的、物的被害を受けた地域でもあります｡ 

道路、鉄道共に逐次整備され、主幹道路として国道１号線及び東名阪自動車道が北部を、国

道２３号線が南部を横断し、国道１５５号線が西部を、国道３０２号線が東部を縦断していま

す｡ また、南部臨海部には「名港トリトン」の愛称で親しまれている伊勢湾岸自動車道が、名

古屋から延び東名阪自動車道と接続されたことにより、 道路網の要衝である地域です｡ 鉄道は、

管内北部にＪＲ関西本線、名鉄尾西線及び近鉄名古屋線の弥富駅があり、 相互に乗換えが容易

で、名古屋までは１５分と至近距離にある地域です｡ 

名古屋市に隣接していることもあり、管内北部は鉄道網に関係して高層住宅や住宅団地等の

住宅地、中部は田園地帯、南部は港湾の関係でコンテナ埠頭の一大物流基地が増設され、名古

屋港の貿易の拠点となっております。さらには石油コンビナ－トや航空宇宙産業、木材、鉄鋼、

造船等に関連した工業地帯が形成されています。 

以上、管内は多種多様な地域が混在しています｡ 
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２．構成市村の概要 

平成３０年４月１日現在 

     項 目 

     区 分 

市 村 名 

人     口 世  帯  数 面     積 

数  値 構 成 比 数  値 構 成 比 数  値 構 成 比 

弥 富 市 
人 

44,272 

％ 

 91.0 

戸 

17,535 

％ 

 91.5 

ｋ㎡ 

49.00 

％ 

 68.6 

飛 島 村  4,387   9.0  1,633   8.5 22.42  31.4 

合        計 48,659 100.0 19,168 100.0 71.42 100.0 

注） 人口は、住民基本台帳に基づく人口の合計 

注） 面積は、国土交通省国土地理院調べ 

近鉄弥富駅 
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３．組合のあゆみ 

昭和４８年 ４月 １日 十四山村、飛島村、弥富町の１町２村で海部南部消防組合を設立 

            消防本部を設置、救急業務のみを開始 

            初代管理者 大木利之 就任（消防長兼任） 

仮事務所を弥富町役場内に置く 

            指揮車（無線付） １台（弥富ライオンズクラブから寄贈） 

            救急車（無線付） １台 Ⅲ－Ｂ型 

昭和４８年 ４月１２日 消防署庁舎用地取得 １０，３９６㎡ 

            海部郡飛島村大字大宝新田字サノ割５５５－６番地 

昭和４８年 ９月 １日 消防署を設置 消防業務を開始 

            初代消防署長 伊藤一男 就任 

            普通消防ポンプ自動車（無線付） １台配備 

            小型動力ポンプ １台配備 

昭和４８年１１月 １日 水槽付消防ポンプ自動車（無線付）１台配備 

昭和４８年１２月１７日 消防庁舎竣工 鉄筋コンクリート造３階建 

                   延床面積 １，５０２㎡ 

             海部郡飛島村大字大宝新田字サノ割５５５－６番地 

            救急指令装置Ｂ型設置 

昭和４８年１２月２０日 新庁舎へ移転し業務開始 

            弥富町役場の仮事務所閉鎖 

昭和４９年 ２月２３日 消防庁舎竣工式 

昭和４９年 ３月 １日 救急車（無線付） １台配備 Ⅲ－Ｂ型 

             連絡車（無線付） １台配備 

昭和４９年 ４月 １日 海部南部危険物安全協会結成 

昭和４９年１０月２４日 広報車（無線付） １台（宇佐美鉱油店から寄贈） 

昭和５０年 ４月 １日 海部南部消防連絡協議会結成 

            二代目管理者 立松義勝 就任（消防長兼任） 

昭和５０年 ４月２２日 普通消防ポンプ自動車 １台（日本損害保険協会から寄贈） 

昭和５１年 ３月１２日 各町村消防団本部車両（消防ポンプ自動車）無線機配備 

昭和５１年 ７月１４日 飛島村東浜三丁目２～５番地の区域が石油コンビナート等特別 

            防災区域に指定（名古屋港臨海地区） 

昭和５２年 ４月 １日 三代目管理者 佐藤 博 就任（消防長兼任） 

昭和５２年 ４月１２日 消防本部庁舎３階に機械器具展示室設置腕用ポンプ、手引き動力 

            ポンプ、消火器等（管内地区、防災関係業者から寄贈） 

昭和５２年 ９月１７日 船外機付舟艇 １艇配備 

             連絡車 更新 

昭和５４年 ２月 ７日 バスケット付大型高所放水車（無線付） １台配備 

昭和５４年 ４月 １日 消防力充実のため総合計画を樹立 

            四代目管理者 大木利之 就任（消防長兼任） 

昭和５４年 ４月２８日 五代目管理者 加藤鋭男 就任（消防長兼任） 
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昭和５５年 ２月 ８日 大型化学車（無線付） １台配備 

昭和５５年 ９月 ８日 大型車両配備に伴い車庫及び倉庫を増設 

            鉄骨造２階建 ２６２㎡ 

昭和５５年１２月１９日 泡原液搬送車（無線付） １台配備 

昭和５６年 ２月２４日 北分署庁舎用地取得 ５，０５５㎡ 

            海部郡弥富町大字鎌倉１２３番地 

昭和５６年 ４月 １日 六代目管理者 大橋オ一 就任（消防長兼任） 

昭和５６年１２月１５日 北分署庁舎竣工 

            鉄筋コンクリート造２階建 延床面積 ７５３㎡ 

            北分署業務開始 

            普通消防ポンプ自動車、救急車、広報車、 各１台配備 

            分署長以下１５名の職員 

昭和５７年 ５月３１日 広報車（無線付） １台 本署に配備 

昭和５７年１１月１３日 水槽付消防ポンプ自動車（無線付） 

            本署 １台更新   分署 １台配備 

昭和５８年 １月１８日 救急車（無線付） １台 Ⅱ－Ｂ型 北分署に配備 

            （日本自動車工業会から寄贈） 

昭和５８年 ４月 １日 総合計画に基づく３ヶ年実施計画を樹立 

             七代目管理者 佐藤 博 就任（消防長兼任）  

北分署４名増員 

昭和５８年 ６月２３日 本署 指令車（無線付） １台更新 

昭和５８年 ６月２５日 本署庁舎改修工事を施行 

昭和５８年 ９月 １日 訓練人形（レサシアン） １体（弥富ライオンズクラブから寄贈） 

昭和５８年１２月２０日 本署 車庫増築 鉄骨造 ５１㎡ 

昭和５９年 ３月３０日 本署 救急車（無線付）１台更新 Ⅲ－Ｂ型 

昭和５９年 ４月 １日 北分署４名増員 

昭和５９年 ６月 ８日 査察車（無線付） １台本署に配備 

            （海部南部危険物安全協会から寄贈） 

昭和５９年 ８月１５日 船外機付舟艇 １艇北分署に配備 

昭和５９年１０月２４日 北分署 広報車 （無線付） １台本署に配備 

昭和６０年 １月 １日 八代目消防長（常勤専任） 伊藤一男 就任（消防署長兼任） 

昭和６０年 ４月 １日 九代目消防長 都築 勇 就任 

            二代目消防署長 加藤敏男 就任 

昭和６０年１０月２２日 本署 普通消防ポンプ自動車（無線付） １台更新 

            （日本損害保険協会から寄贈） 

昭和６０年１１月 １日 土地改良事業により本換地完了につき住所更正 

             海部郡飛島村大宝五丁目１８２番地 

昭和６１年 ４月 １日 消防計画１０ヶ年計画樹立 

            上記計画に基づく３ヶ年実施計画樹立 

昭和６１年１１月 １日 仮称南部出張所業務開始 

             海部郡飛島村木場二丁目３番地 
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昭和６２年 ２月２６日 救助工作車（無線付） １台本署に配備 

昭和６３年 ４月 １日 南出張所業務開始 

             救急車（無線付） １台 Ⅱ－Ｂ型 南出張所に配備 

昭和６３年 ６月 ２日 北分署 出動灯設置（弥富ライオンズクラブから寄贈） 

昭和６３年 ８月１９日 第１７回全国消防救助技術大会（横浜市） 

            はしご登はん 小椋正巳 出場 

昭和６３年 ８月３０日 本署 出動灯・投光器設置 

昭和６３年 ９月２２日 高所放水車 オーバーホール 

昭和６３年１２月１５日 本署 連絡車 （無線付） 更新 

平成元年 ４月 １日 三代目消防署長 青木善盛 就任 

                       総合計画に基づく３ヶ年実施計画を樹立 

平成元年 ９月２７日 資機材搬送車（無線付） １台本署に配備 

平成 ２年 ３月２０日 北分署 普通消防ポンプ自動車（無線付） １台更新 

平成 ２年 ８月２４日 第１９回全国消防救助技術大会（広島市） 

             はしご登はん 八木雄司 出場 

平成 ３年 １月２１日 船外機付舟艇 １艇本署に配備 

平成 ３年 １月３１日 消防庁舎増改築 

            鉄骨造３階建 床面積８４㎡ 

平成 ４年 ２月１９日 消防緊急通信指令施設Ⅱ型（旧指令装置Ｂ型）を更新 

平成 ４年 ３月 ４日 本署 水槽付消防ポンプ自動車（無線付）１台配備 

平成 ４年 ３月１９日 緊急通報システム（高齢者在宅福祉事業）センターを設置 

平成 ４年 ４月 １日 海部南部消防組合規約改正に伴い副管理者制を導入 

             総合計画に基づく３ヶ年実施計画を樹立 

平成 ５年 １月 １日 完全週休二日制を実施 

平成 ５年 １月 ６日 本署 指揮車（無線付）１台配備 

平成 ５年 １月 ８日 海部南部消防組合発足２０周年記念式典を実施 

             海部南部消防組合発足２０周年記念誌を作製 

平成 ５年 １月２８日 県道の拡幅により土地売却（売却面積７９０㎡） 

平成 ５年 ２月 ９日 北分署 広報塔を設置（弥富ライオンズクラブから寄贈） 

平成 ５年 ８月２０日 第２１回全国消防救助技術大会（福岡市） 

             はしご登はん 八木雄司、立松健一 出場 

平成 ６年 ３月１０日 北分署 救急車（無線付）更新 Ⅱ－Ｂ型 

平成 ６年 ３月１８日 本署 訓練場を拡張 ４，１２９㎡ 

             交替制勤務者の三部制を実施 

平成 ６年 ５月２４日 査察車（無線付） １台本署に配備（海部南部危険物安全協会 

から寄贈） 

平成 ６年１１月１８日 救急救命士誕生 

平成 ７年 １月１７日 阪神・淡路大震災 

            消火隊（２隊）６名派遣 

平成 ７年 ２月２８日 高規格救急車（無線付）１台本署に配備 

平成 ７年 ３月３０日 本署 査察車（無線付） 更新 
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平成 ７年 ４月 １日 四代目消防署長 山田幸雄 就任 

             愛知県海部事務所へ実務研修生として１名派遣 

             (平成８年３月３１日まで) 

平成 ７年１２月２０日 高所放水車２回目のオーバーホール 

平成 ８年 ２月２９日 北分署 広報車（無線付） 更新 

平成 ８年 ３月１５日 南出張所庁舎増改築 

             鉄骨造２階建 延床面積 ２２４㎡ 

平成 ８年 ４月 １日 南出張所業務開始 

             水槽付消防ポンプ自動車、救急車、査察車、各１台配備 

            出張所長以下１０名の職員 

             総合計画に基づく消防力整備計画 

（平成８年度から平成１７年度まで）を樹立 

平成 ８年 ４月 １日 愛知県消防学校へ教官として１名派遣（平成１０年３月３１日まで） 

平成 ８年１１月２６日 小型動力ポンプ １台本署に配備 

平成 ８年１２月１６日 小型動力ポンプ 北分署及び南出張所に１台配備 

平成 ９年 ２月 ６日 小型動力ポンプ付水槽車（無線付） １台本署に配備 

            泡原液搬送車 本署から北分署へ配置替 

平成 ９年 ４月 １日 総合計画に基づく３ヶ年実施計画を樹立 

                      愛知県消防協会へ実務研修生として職員１名派遣 

            （平成１１年３月３１日まで） 

平成 ９年 ８月２２日 第２６回全国消防救助技術大会（千葉市） 

            ロープブリッジ渡過 細木健治 出場 

平成１０年 １月 ９日 北分署庁舎改修工事 

平成１０年 １月１６日 高規格救急車（無線付） １台分署に配備 

平成１０年 ３月 ８日 資機材搬送車 １台本署に配備（弥富ライオンズクラブから寄贈） 

平成１０年 ４月 １日 職員相互人事交流を開始（海部東部消防組合） 

平成１０年 ８月２８日 第２７回全国消防救助技術大会（大阪市）２種目出場 

            ロープブリッジ渡過 細木健治 

            ロープブリッジ救出 瀬古公春、吉田政登、岡田憲和、馬場貴浩 

平成１０年 ９月２８日 本署 連絡車 更新 

平成１０年１１月２５日 本署 梯子等収納庫増設 

平成１０年１２月１８日 消防緊急通信指令施設をオーバーホール 

平成１１年 ２月２２日 本署 水槽付消防ポンプ自動車（無線付） 更新 

平成１１年 ３月 ４日 南出張所 査察車（無線付） 更新（十四山村から寄贈） 

平成１１年 ４月 １日 五代目消防署長 平野 豊 就任 

 職員相互人事交流を実施（海部東部消防組合、蟹江町） 

平成１１年 ８月１９日 第２８回全国消防救助技術大会（横浜市） 

            ロープブリッジ救出 瀬古公春、吉田政登、岡田憲和、馬場貴浩 

平成１２年 ２月１０日 北分署 水槽付消防ポンプ自動車（無線付） 更新 

            （（社）日本損害保険協会より寄贈） 

平成１２年 ２月２９日 本署 消防ポンプ自動車（無線付） 更新 
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平成１２年 ４月 １日 十代目消防長 平野 豊 就任 

 六代目消防署長 佐藤 武 就任 

 愛知県消防防災課へ実務研修生として職員１名派遣 

            （平成１３年３月３１日まで） 

 職員相互人事交流を実施（津島市、蟹江町、海部東部消防組合） 

 総合計画に基づく３ヶ年実施計画を樹立 

平成１２年１２月１９日 資機材搬送車(無線付) 更新 

平成１３年 ４月 １日 十一代目消防長 佐藤 武 就任 

 七代目消防署長 加藤寛一 就任 

 職員相互人事交流を実施（津島市、蟹江町、海部東部消防組合） 

当直課長制を実施 

平成１３年 ８月 ８日 第３０回全国消防救助技術大会（東京） 

            はしご登はん 佐藤弘光 出場 

平成１３年１２月１９日 本署 高所放水車（無線付） 更新 

平成１４年 ４月 １日 職員相互人事交流を実施（津島市、蟹江町、海部東部消防組合） 

 愛知県消防防災ヘリコプターへ職員１名派遣（２年間） 

平成１４年 ８月２３日 第３１回全国消防救助技術大会 名古屋市（２種目出場） 

             はしご登はん 佐藤弘光   

             ロープブリッジ渡過 飯田祐治 

平成１４年 ９月 １日 名古屋市消防局へ職員１名派遣（平成１６年３月まで） 

平成１４年１２月２５日 本署 大型化学車（無線付） 更新 

平成１５年 ４月 １日 職員相互人事交流を実施（津島市、蟹江町、海部東部消防組合） 

 北分署３名増員 

 総合計画に基づく３ヶ年実施計画を樹立 

平成１５年 ８月２８日 第３２回全国消防救助技術大会 仙台市（２種目出場） 

             ロープブリッジ救出 早川昌範、馬場貴浩、内山誠司、志水泰則 

             ロープブリッジ渡過 飯田祐治 

平成１６年 １月２２日 北分署 消防ポンプ自動車（無線付） 更新 

平成１６年 ２月２３日 南出張所 高規格救急車（無線付） 更新 

平成１６年 ３月１５日 本署庁舎耐震改修等工事完了 

平成１６年 ３月１５日 本署訓練塔建設工事完了 

平成１６年 ４月 １日 職員相互人事交流を実施（蟹江町、海部東部消防組合、海部西部広

域事務組合） 

平成１６年 ４月 １日 十二代目消防長 佐藤英之 就任 

            八代目消防署長 加藤万典 就任 

            潜水隊 運用開始 

平成１６年 ６月 １日 連絡２号車 １台本署に配備 

（海部南部危険物安全協会から寄贈） 

平成１６年 ７月１８日 福井豪雨災害 

            救助隊（１隊）５名派遣 

平成１６年１２月２５日 本署車庫等屋上防水工事 
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平成１７年 １月２１日 本署 泡原液搬送車（無線付）更新 

平成１７年 ２月 ８日 本署 救助工作車（無線付）更新 

平成１７年 ３月 １日 ２００５年日本国際博覧会における消防広域応援 職員１名派遣 

（平成１７年９月３０日まで） 

平成１７年１０月１９日 本署 泡原液タンク据付工事完了 

平成１７年 ８月２５日 第３４回全国消防救助技術大会（さいたま市）に出場 

            障害突破 鈴木範夫、木全貞能、鈴木基寛、関山浩、佐藤洋平 

平成１７年１０月 ５日 北分署 広報車（無線付）更新 

平成１７年１０月１４日 本署 指揮車（無線付）更新 

平成１８年 ３月１７日 本署 通信指令台改修工事完了 

平成１８年 ４月 １日 弥富町と十四山村とが合併し、弥富市となる。 

            十三代目消防長 加藤万典 就任 

            九代目消防署長 三浦恒男 就任 

            総合計画に基づく消防力整備計画 

（平成１８年度から平成２７年度まで）を樹立 

平成１８年１２月２２日 高度救助用資機材 本署に整備 

平成１９年 ３月２６日 本署 高規格救急車（無線付） 更新 

平成１９年 ４月 １日 十四代目消防長 前田盛夫 就任 

 愛知県防災局消防保安課へ実務研修生として職員１名派遣 

            （平成２０年３月３１日まで） 

平成１９年 ６月２７日 緊急通報システム（高齢者在宅福祉事業）センター設備更新 

平成１９年１１月 ６日 南出張所 消防ポンプ自動車（無線付） 更新 

平成２０年 １月２５日 北分署 高規格救急車（無線付） 更新 

平成２０年 ７月１５日 高所放水車のオーバーホール 

平成２０年 ８月 １日 ＩＰ・携帯発信位置情報通知システム 導入 

平成２０年１２月２５日 本署 査察車（無線付） 更新 

平成２２年 ４月 １日 十五代目消防長 伊藤種雄 就任 

            十代目消防署長 山口 実 就任 

            愛知県消防学校へ教官として１名派遣（平成２４年３月３１日まで） 

平成２２年 ５月１７日 ドクターカー運用開始（海南病院） 

平成２２年 ８月 ９日 第３９回全国消防救助技術大会（京都府）に出場 

            ロープブリッジ救出 鈴木大輔、山田哲也、水野泰宏、白神英伸 

平成２２年１１月１１日 海部南部消防組合消防署北分署仮眠室個室化及び変電設備設置等工

事完了 

平成２３年 ２月１４日 海部地方消防指令センターの設置及び運用に関する覚書の締結 

平成２３年 ３月１１日 東日本大震災 

            緊急消防援助隊愛知県隊（消火隊）３７名派遣 

平成２３年 ４月 １日 十六代目消防長 中山憲治 就任 

            十一代目消防署長 大隅一弘 就任 

平成２３年 ７月２９日 北分署 水難救助用ゴムボート 配備 

平成２３年１１月１１日 本署 連絡車 更新 
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平成２４年 ３月２１日 本署 査察１号車 （無線付） 更新 

平成２４年 ３月２７日 南出張所 高規格救急車（無線付） 更新 

平成２４年 ８月 ７日 第４１回全国消防救助技術大会（東京都）に出場 

            障害突破 横井裕樹、水谷真康、中山良太、幅 翔平、飯田大輔 

平成２５年 ２月 ４日 海部地方消防通信指令事務協議会の設置に関する協議書の締結 

平成２５年 ３月２８日 海部地方消防指令センター開所式 

            （弥富市十四山スポーツセンター） 

平成２５年 ４月 １日 海部地方消防通信指令事務協議会設置 

海部地方消防指令センター運用開始（弥富市役所十四山支所２階） 

            海部地方消防通信指令事務協議会へ職員５名派遣 

            愛知県消防防災ヘリコプターへ職員１名派遣（３年間） 

平成２６年 ２月 １日 本署、北分署 水槽付消防ポンプ自動車（無線付） 更新 

平成２６年 ３月 ４日 南出張所 水難救助用舟艇 配備 

平成２６年 ３月２８日 本署 救助訓練用施設の組立及び据付工事完了 

平成２６年 ４月２５日 高所放水車のオーバーホール 

平成２６年 ４月２８日 本署 津波・大規模風水害対策車 配備（総務省消防庁無償貸与） 

平成２６年 ６月 ２日 本署 連絡３号車 配備（海部南部危険物安全協会から寄贈） 

平成２６年 ７月２３日 南出張所 資機材搬送車 配備（有限会社佐藤石油店から寄贈） 

平成２６年 ９月２７日 御嶽山噴火災害 

緊急消防援助隊愛知県隊（救助隊）１０名派遣 

平成２７年 ２月１２日 本署 高規格救急車（無線付） 更新 

平成２７年 ４月 １日 十七代目消防長 伊藤亨 就任 

            十二代目消防署長 小椋正巳 就任 

消防救急デジタル無線運用開始 

愛知県防災局消防保安課へ実務研修生として１名派遣 

（平成２８年３月３１日まで） 

平成２７年 ７月 １日 救急救命士 処置範囲拡大開始 

平成２７年 ８月１８日 北分署 電動油圧救助器具 配備 

平成２７年 ９月 ９日 北分署非常用発電設備取替及び車庫屋上等防水改修工事 

平成２７年１１月１８日 北分署庁舎周りアスファルト舗装改修工事 

平成２７年１２月２４日 署活動波携帯無線機運用開始 

平成２８年１２月 ５日 本署 水槽付消防ポンプ自動車 配備（旧 飛島村消防団車両） 

平成２９年 ２月２１日 北分署 高規格救急車 更新 

平成２９年 ５月１０日 無人航空機（ドローン） 配備 

平成２９年 ６月１３日 本署 連絡４号車 配備 

平成２９年 ７月１２日 南出張所耐震等改修工事 

平成２９年１２月 ４日 本署 水難救助用ウレタンボート 配備 

平成３０年 ４月 １日 名古屋市救急救命研修所へ実務研修生として１名派遣 

（平成３１年３月３１日まで） 
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（２名） （議員８名） 

（２名） 

５．消防本部・消防署組織図 

(派遣) 

消  防  署 

監 査 委 員 

消 防 署 

消 防 本 部 

救

急

救

助

第

１ 

２

３ 

係 

警

防

第

１ 

２

３ 

係 

救

急

救

助

第

１ 

２

３ 

係 

警

防

第

１ 

２

３ 

係 

警

防

第

１ 

２

３ 

係 

海
部
地
方
消
防
通
信
指
令
事
務
協
議
会

管 理 者 組 合 議 会 

副 管 理 者 会 計 管 理 者 

消 防 本 部 

機

械

係

消

防

係

庶

務

係

財

務

係

予

防

係

危
険
物
係

総

務

課

予

防

課

消

防

課

出張所 分 署 警防第１課 

警防第２課 

警防第３課 



６．組合三役

  歴代管理者   歴代助役及び副管理者
S48. 4. 1～S50. 3.31 大 木 利 之 十 四 山 村 長 S48. 4. 2～S50. 2.20 青 木 良 雄 弥 富 町 助 役

S50. 4. 1～S52. 3.31 立 松 義 勝 飛 島 村 長 S50. 4. 2～S52. 4. 1 村 井 正 幸 弥 富 町 助 役

S52. 4. 1～S54. 3.31 佐 藤 博 弥 富 町 長 S52. 4. 5～S54. 3.31 佐 野 峰 夫 十四山村助役

S54. 4. 1～S54. 4.27 大 木 利 之 十 四 山 村 長 S54. 4. 2～S56. 4. 1 村 井 正 幸 弥 富 町 助 役

S54. 4.28～S56. 3.31 加 藤 鋭 男 十 四 山 村 長 S56. 4. 3～S58. 4. 2 佐 野 峰 夫 十四山村助役

S56. 4. 1～S58. 3.31 大 橋 オ 一 飛 島 村 長 S58. 4. 4～S60. 4. 3 青 木 侃 飛 島 村 助 役

S58. 4. 1～S60. 3.31 佐 藤 博 弥 富 町 長 S60. 4. 4～S62. 4. 3 服 部 義 治 弥 富 町 助 役

S60. 4. 1～S62. 3.31 加 藤 鋭 男 十 四 山 村 長 S62. 4. 4～H 1. 4. 3 佐 野 峰 夫 十四山村助役

S62. 4. 1～S63. 3. 8 大 橋 オ 一 飛 島 村 長 H 1. 4. 4～H 3. 4. 3 青 木 侃 飛 島 村 助 役

S63. 4.11～H 1. 3.31 佐 野 鳩 飛 島 村 長 H 3. 4. 4～H 3. 9.11 安 藤 義 男 弥 富 町 助 役

H 1. 4. 1～H 3. 2. 3 佐 藤 博 弥 富 町 長 H 4. 4. 1～H 7. 3.31 川 瀬 輝 夫 弥 富 町 長

H 3. 2. 4～H 3. 3.31 川 瀬 輝 夫 弥 富 町 長 H 4. 4. 1～H 5. 3.31 佐 野 鳩 飛 島 村 長

H 3. 4. 1～H 5. 3.31 加 藤 鋭 男 十 四 山 村 長 H 4. 4. 1～H 5. 3.31 佐 野 峰 夫 十四山村助役

H 5. 4. 1～H 7. 3.31 佐 野 鳩 飛 島 村 長 H 5. 4. 1～H 5. 6. 1 青 木 侃 飛 島 村 助 役

H 7. 4. 1～H 9. 3.31 川 瀬 輝 夫 弥 富 町 長 H 5. 4. 1～H 7. 4.27 加 藤 鋭 男 十 四 山 村 長

H 9. 4. 1～H11. 3.31 佐 野 峰 夫 十 四 山 村 長 H 5. 7. 1～H 7. 3.31 阿 部 剛 飛 島 村 助 役

H11. 4. 1～H12. 4. 9 佐 野 鳩 飛 島 村 長 H 7. 4.28～H 9. 3.31 佐 野 峰 夫 十 四 山 村 長

H12. 4.10～H13. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長 H 7. 4. 1～H11. 3.31 佐 野 鳩 飛 島 村 長

H13. 4. 1～H15. 3.31 川 瀬 輝 夫 弥 富 町 長 H 7. 4. 1～H 9. 3.31 宇 佐 美 章 弥 富 町 助 役

H15. 4. 1～H17. 3.31 佐 野 峰 夫 十 四 山 村 長 H 9. 4. 1～H13. 3.31 川 瀬 輝 夫 弥 富 町 長

H17. 4. 1～H19. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長 H 9. 4. 1～H11. 3.31 伊 藤 康 明 十四山村助役

H19. 4. 1～H21. 3.31 服 部 彰 文 弥 富 市 長 H11. 4. 1～H15. 3.31 佐 野 峰 夫 十 四 山 村 長

H21. 4. 1～H23. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長 H11. 4. 1～H13. 3.31 阿 部 剛 飛 島 村 助 役

H23. 4. 1～H25. 3.31 服 部 彰 文 弥 富 市 長 H13. 4. 1～H15. 3.31 加 藤 恒 夫 弥 富 町 助 役

H25. 4. 1～H27. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長 H13. 4. 1～H17. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長

H27. 4. 1～H29. 3.31 服 部 彰 文 弥 富 市 長 H15. 4. 1～H15. 6.30 舘 泰 督 十四山村助役

H29. 4. 1～現在に至る 久 野 時 男 飛 島 村 長 H15. 4. 1～H18. 3.31 川 瀬 輝 夫 弥 富 町 長

H17. 4. 1～H18. 3.31 佐 野 峰 夫 十 四 山 村 長

H17. 4. 1～H17. 6.30 尾 串 孝 飛 島 村 助 役

H17. 7. 1～H19. 3.31 立 松 定 昭 飛 島 村 助 役

H18. 4. 1～H19. 2. 3 川 瀬 輝 夫 弥 富 市 長

H19. 2. 4～H19. 3.31 服 部 彰 文 弥 富 市 長

H19. 4. 1～H21. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長

H19. 4. 1～H21. 3.31 加 藤 恒 夫 弥富市副市長

H21. 4. 1～H21. 6.30 立 松 定 昭 飛島村副村長

H21. 4. 1～H23. 3.31 服 部 彰 文 弥 富 市 長

H21. 7. 1～H23. 3.31 服 部 高 幹 飛島村副村長

H23. 4. 1～H25. 3.31 大 木 博 雄 弥富市副市長

H23. 4. 1～H25. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長

H25. 4. 1～H27. 3.31 服 部 高 幹 飛島村副村長

H25. 4. 1～H27. 3.31 服 部 彰 文 弥 富 市 長

H27. 4. 1～H29. 3.31 大 木 博 雄 弥富市副市長

H27. 4. 1～H29. 3.31 久 野 時 男 飛 島 村 長

H29. 4. 1～現在に至る 服 部 彰 文 弥 富 市 長

H29. 4. 1～H29. 6.30 服 部 高 幹 飛島村副村長

H29. 7. 1～現在に至る 早 川 忠 孝 飛島村副村長
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  歴代会計管理者   歴代収入役

H19. 4. 1～H21. 3.31 渡 辺 良 和 飛島村会計管理者 S48. 4. 1～S49.12.31 佐 野 峰 夫 十四山村収入役

H21. 4. 1～H23. 3.31 村 上 勝 美 弥富市会計管理者 S50. 1. 6～S50. 3.31 伊 藤 康 明 十四山村収入役

H23. 4. 1～H25. 3.31 渡 辺 良 和 飛島村会計管理者 S50. 4. 2～S52. 4. 1 佐 藤 敏 計 飛島村収入役

H25. 4. 1～H26. 3.31 渡 辺 安 彦 弥富市会計管理者 S52. 4. 5～S54. 4. 1 服 部 義 治 弥富町収入役

H26. 4. 1～H27. 3.31 服 部 誠 弥富市会計管理者 S54. 4. 2～S56. 4. 1 伊 藤 康 明 十四山村収入役

H27. 4. 1～H29. 3.31 貝 沼 朗 史 飛島村会計管理者 S56. 4. 3～S58. 4. 2 佐 藤 敏 計 飛島村収入役

H29. 4. 1～H30. 3.31 山 守 修 弥富市会計管理者 S58. 4. 4～S60. 4. 3 安 藤 義 男 弥富町収入役

H30. 4. 1～現在に至る 山 田 淳 弥富市会計管理者 S60. 4. 4～S62. 4. 3 伊 藤 康 明 十四山村収入役

S62. 4. 4～S62. 6.30 佐 藤 敏 計 飛島村収入役

S62. 7. 1～H 1. 4. 3 阿 部 剛 飛島村収入役

H 1. 4. 4～H 2. 3.13 安 藤 義 男 弥富町収入役

H 2. 4. 2～H 3. 4. 3 黒 田 幸 雄 弥富町収入役

H 3. 4. 2～H 5. 3.31 伊 藤 康 明 十四山村収入役

H 5. 4. 1～H 5. 6. 1 阿 部 剛 飛島村収入役

H 5. 7. 1～H 7. 3.31 尾 串 孝 飛島村収入役

H 7. 4. 1～H 9. 3.31 伊 藤 征 治 弥富町収入役

H 9. 4. 1～H11. 3.31 舘 泰 督 十四山村収入役

H11. 4. 1～H13. 3.31 尾 串 孝 飛島村収入役

H13. 4. 1～H15. 3.31 伊 藤 征 治 弥富町収入役

H15. 4. 1～H15. 6.30 渡 辺 能 孝 十四山村収入役

H15. 7. 1～H17. 3.31 内 海 豊 十四山村収入役

H17. 4. 1～H17. 6.30 立 松 定 昭 飛島村収入役

※平成 4年4月1日　助役を副管理者に改正
※平成18年1月1日　収入役を廃し、副管理者が収入役事務を兼掌する。
※平成18年4月1日　弥富町と十四山村とが合併し、弥富市となる。
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７．平成２９年度歳入歳出最終予算額及び平成３０年度歳入歳出当初予算額 

 一般会計 

○ 歳 入                                （単位:千円） 

款 項 平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ３ ０ 年 度 

１ 分 担 金 及 び 

負  担  金 

 ９２１，０００ ９４１，０００

１ 負 担 金 ９２１，０００ ９４１，０００

２ 使 用 料 及 び 

手  数  料 

 １８，７０７ ２０，３５４

１ 手 数 料 １８，７０７ ２０，３５４

３ 国 庫 支 出 金 

 ２ ２

１ 国 庫 負 担 金 １ １

２ 国 庫 補 助 金 １ １

４ 県 支 出 金 
 １ １

１ 県 補 助 金 １ １

５ 財 産 収 入 

 ２３１ ２３５

１ 財産運用収入 ２３０ ２３４

２ 財産売払収入 １ １

６ 寄 附 金 
 １ １

１ 寄 附 金 １ １

７ 繰 入 金 

 ４０６ ４０６

１ 特別会計繰入金 ４０５ ４０５

２ 基 金 繰 入 金 １ １

８ 繰 越 金 
 ８３，２４２ ３５，０００

１ 繰 越 金 ８３，２４２ ３５，０００

９ 諸 収 入 

 １０，２３５ ９，９６５

１ 預 金 利 子 １０ １０

２ 雑         入 １０，２２５ ９，９５５

歳    入    合    計 １，０３３，８２５ １，００６，９６４

○ 歳 出                                （単位:千円） 

款 項 平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ３ ０ 年 度 

１ 議 会 費 
 ７２０ ４５７

１ 議 会 費 ７２０ ４５７

２ 総 務 費 
 １７０，５９３ ９７，７０９

１ 総 務 管 理 費 １７０，５９３ ９７，７０９

３ 消 防 費 

 ８６０，０１２ ９０６，２９８

１ 消 防 費 ７９４，５９３ ８３８，１５１

２ 予 防 費 ６５，４１９ ６８，１４７

４ 予 備 費 
 ２，５００ ２，５００

１ 予 備 費 ２，５００ ２，５００

歳     出     合     計 １，０３３，８２５ １，００６，９６４
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 消防指令センター特別会計 

○ 歳 入                                （単位:千円） 

款 項 平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ３ ０ 年 度 

１ 分 担 金 及 び 

負    担    金 

 ７５，５６３ １９８，３２９

１ 負 担 金 ７５，５６３ １９８，３２９

２ 国 庫 支 出 金 
 １ １

１ 国庫補助 金 １ １

３ 繰 入 金 
 １８，７８９ ４９，０８９

１ 一般会計繰入金 １８，７８９ ４９，０８９

４ 繰 越 金 
 １ １

１ 繰 越 金 １ １

５ 諸 収 入 

 ２ ２

１ 預 金 利 子 １ １

２ 雑 入 １ １

歳   入   合   計 ９４，３５６ ２４７，４２２

○ 歳 出                                （単位:千円） 

款 項 平 成 ２ ９年 度 平 成 ３０ 年 度 

１ 消防指令センタ 

  ー費 

 ８９，３４０ ２４２，４０５

１ 消防指令センター費 ８９，３４０ ２４２，４０５

２ 諸 支 出 金 
 １６ １７

１ 諸 支 出 金 １６ １７

３ 予 備 費 
 ５，０００ ５，０００

１ 予 備 費 ５，０００ ５，０００

歳   出   合   計 ９４，３５６ ２４７，４２２

８．平成２９年度の構成市村消防財政状況   
（単位:千円） 

区 分

市 村 

市 村 の 

一般会計 

予 算 額 

（Ａ） 

消 防 費 

歳 出 

予 算 額 

（Ｂ） 

消 防 費 

に 係 る 

基 準 財 

政需要額 

消 防 費 

の 占 め 

る 比 率 

（Ｂ／Ａ） 

組合への 

負 担 金 

弥 富 市 15,600,000 770,576 611,217 4.94 593,124 

飛 島 村  6,480,000 720,999 140,855 11.13 327,876 

計 22,080,000 1,491,575 752,072 6.76 921,000 
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９．消防本部事務分掌

総  務  課 

  庶 務 係 

  （１）機密に関すること。 

  （２）ほう章及び表彰に関すること｡ 

  （３）渉外に関すること｡ 

  （４）職員の服務、進退、賞罰及び身分に関すること｡ 

  （５）職員の人事及び給与並びに旅費に関すること｡ 

  （６）公平委員会に関すること｡ 

  （７）退職給与及び職員の共済に関すること｡ 

  （８）消防職員委員会に関すること｡ 

  （９）職員の研修及び教養に関すること｡ 

  （10）職員の福利厚生及び衛生管理に関すること｡ 

  （11）公務災害（通勤による災害を含む｡）に関すること｡ 

  （12）公告式に関すること｡ 

  （13）重要な企画及び総合調整に関すること｡ 

  （14）条例、規則等の審査に関すること｡ 

  （15）公印の管守に関すること｡ 

  （16）文書の収受及び発送に関すること｡ 

  （17）完結文書の整理保存に関すること｡ 

  （18）公文書の公開に関すること｡ 

  （19）情報公開・個人情報保護審査会に関すること｡ 

  （20）行政不服審査会に関すること。 

（21）応援協定に関すること｡ 

  （22）組合議会に関すること｡ 

  （23）事務引継ぎに関すること｡ 

  （24）訴訟事件の対応に関すること｡ 

  （25）事務の近代化に関すること｡ 

  （26）広報誌に関すること｡ 

  （27）消防長会に関すること｡ 

  （28）市町村会に関すること｡ 

  （29）海部地方消防通信指令事務協議会に関すること。 

  （30）組合構成市村との連絡調整に関すること｡ 

  （31）課の庶務に関すること｡ 

  （32）他の課係の所管に属しないこと｡ 

  財 務 係 

  （１）組合財政全般の企画及び連絡調整に関すること｡ 

  （２）予算の編成及び予算統制並びに決算に関すること｡ 

  （３）支払に関すること｡ 
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  （４）組合債に関すること｡ 

  （５）一時借入金に関すること｡ 

  （６）財政事情に関すること｡ 

  （７）組合財産に関すること｡ 

  （８）監査委員に関すること｡ 

  （９）物品の管理及び災害共済に関すること｡ 

  （10）物品の購入に関すること｡ 

  （11）貸与品に関すること｡ 

  （12）基金に関すること｡ 

  （13）契約に関すること｡ 

  （14）建築営繕に関すること｡ 

  （15）庁舎管理に関すること｡ 

  （16）その他財務に関すること｡ 

予 防 課 

  予防係 

  （１）消防同意に関すること｡ 

  （２）防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等に関すること｡ 

  （３）防火管理者に関すること｡ 

  （４）防火対象物の査察に関すること｡ 

  （５）火災の原因、損害の調査及び報告に関すること｡ 

  （６）火災予防運動の企画に関すること｡ 

  （７）火災統計に関すること｡ 

  （８）建築統計に関すること｡ 

  （９）火災予防条例に関すること｡ 

  （10）防火思想の普及計画に関すること｡ 

  （11）高齢者その他の災害弱者の防災指導に関すること｡ 

  （12）少年消防クラブに関すること｡ 

  （13）予防関係資器材の購入及び管理に関すること｡ 

  （14）分掌事務に係る契約に関すること｡ 

    （15）課の庶務に関すること｡ 

  （16）その他一般予防に関すること｡ 

    危険物係 

  （１）危険物規制に関すること｡ 

  （２）危険物製造所等の火災の原因、損害の調査及び報告に関すること｡ 

  （３）危険物製造所等の査察に関すること｡ 

  （４）危険物の安全管理に関すること｡ 

  （５）危険物に係る火災予防条例に関すること｡ 

  （６）危険物の統計に関すること｡ 

  （７）圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障
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を生ずるおそれのある物質に関すること｡ 

  （８）石油コンビナ－ト等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）に関すること｡ 

  （９）危険物保安技術協会との連絡調整に関すること｡ 

  （10）煙火の消費の許可等に関すること。 

  （11）その他危険物に係る火災予防に関すること｡ 

消 防 課 

消防係 

  （１）消防業務、救急業務及び救助業務（以下「消防業務等」という｡）の企画及び調査

に関すること｡ 

  （２）消防業務等の安全管理に関すること｡ 

  （３）消防隊、救急隊及び救助隊の運用に関すること｡ 

  （４）消防訓練、救急訓練及び救助訓練に関すること｡ 

  （５）消防隊員、救急隊員及び救助隊員の教育及び研修に関すること｡ 

  （６）消防訓練その他の訓練の指導に関すること｡ 

  （７）応急手当の普及啓発に関すること｡ 

  （８）救急及び救助統計に関すること｡ 

  （９）救急救命士に関すること｡ 

  （10）消防、救急及び救助に関する被服及び装備品の購入及び貸与並びに管理に関する

こと｡ 

  （11）空地及び空家の管理並びに火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等

（催物の開催を除く。）に係る火災予防条例に関すること｡ 

  （12）分掌事務に係る契約に関すること｡ 

  （13）本部署所の連絡調整に関すること｡ 

  （14）消防団との連絡調整に関すること｡ 

  （15）医療機関その他の救急関係機関との連絡調整に関すること｡ 

  （16）緊急消防援助隊に関すること｡ 

  （17）課の庶務に関すること｡ 

  （18）その他消防業務に関すること｡ 

  機械係 

  （１）自動車及び原動機付自転車（以下「車両」という｡）の購入に関すること｡ 

  （２）消防機械器具、救急機械器具、救助機械器具及び通信機械器具（以下「消防機械

器具等」という｡）並びに消防業務等に係る物品の購入に関すること｡ 

  （３）車両及び消防機械器具等の整備保全及び総括管理に関すること｡ 

  （４）消防機械器具等の取扱技術の指導に関すること｡ 

  （５）車両の燃料に関すること｡ 

  （６）分掌事務に係る契約に関すること｡ 

  （７）その他消防機械器具等に関すること｡ 
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１０．消防署事務分掌 

 警防第１課、警防第２課、警防第３課（出張所の各係を除く｡） 

  ＊ 警防係 

  （１）警防対策に関すること｡ 

  （２）火災その他の災害の警防及び防ぎょに関すること｡ 

  （３）消防訓練その他の訓練に関すること｡ 

  （４）消防対象物の調査に関すること｡ 

  （５）消防機械器具の整備保全、点検及び管理並びに取扱いに関すること｡ 

  （６）消防車両等及び原動機付自転車の整備保全、点検及び管理並びに取扱いに関する

こと｡ 

  （７）地理及び消防水利の調査、点検に関すること｡ 

  （８）軽易な火災の原因及び損害の調査に関すること｡ 

  （９）空地及び空家の管理並びに火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある

行為に係る火災予防条例に関すること｡ 

  （10）消防広報に関すること｡ 

  （11）管区務に関すること｡ 

（12）消防無線等消防通信の企画及び運用に関すること。 

（13）通信機械器具の整備保全、点検及び管理並びに取扱いに関すること。 

（14）警防活動等の支援情報に関すること。 

（15）気象観測業務に関すること。 

（16）緊急通報システムに関すること。 

（17）災害情報の収集及び伝達に関すること。 

（18）通信統計及び気象統計その他の統計に関すること。 

  （19）その他消防業務に関すること｡ 

  （20）他係の所管に属さないこと｡ 

   ＊ 救急救助係 

  （１）救急業務及び救助業務に関すること｡ 

  （２）救急訓練及び救助訓練に関すること｡ 

  （３）救急機械器具及び救助機械器具の整備保全、点検及び管理並びに取扱いに関する

こと｡ 

  （４）救急車両及び救助車両の整備保全、点検及び管理並びに取扱いに関すること（分

署の各係にあっては、救助車両の整備保全、点検及び管理に関することを除く｡）｡ 

  （５）応急手当の普及及び指導に関すること｡ 

  （６）救急統計及び救助統計その他の統計に関すること｡ 

  （７）管区務に関すること｡ 

（８）救急医療情報システムに関すること。 

  （９）その他救急業務及び救助業務に関すること｡ 

  出張所（警防第１係、警防第２係、警防第３係） 
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  （１）警防対策に関すること｡ 

  （２）火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること｡ 

  （３）救急業務及び救助業務に関すること｡ 

  （４）消防訓練及び救急訓練並びに救助訓練その他の訓練に関すること｡ 

  （５）消防対象物の調査に関すること｡ 

  （６）消防機械器具及び救急機械器具並びに救助機械器具の整備保全、点検及び管理並

びに取扱いに関すること｡ 

  （７）消防車両等及び救急車両並びに原動機付自転車の整備保全、点検及び管理並びに

取扱いに関すること｡ 

  （８）地理及び消防水利の調査、点検に関すること｡ 

  （９）軽易な火災の原因及び損害の調査に関すること｡ 

  （10）空地及び空家の管理並びに火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある

行為に係る火災予防条例に関すること｡ 

  （11）応急手当の普及及び指導に関すること｡ 

  （12）消防広報に関すること｡ 

  （13）火災統計及び救急統計並びに救助統計その他の統計に関すること｡ 

  （14）管区務に関すること｡ 

  （15）その他消防業務及び救急業務並びに救助業務に関すること｡ 


